
 

 

令和２年５月７日 

 

報道関係者 各位 

市川市情報政策部長 稲葉 清孝 

 

新型コロナウィルス対策チャットボットの導入について 

 

この度、本市の行う新型コロナウィルス対策について広く市民に周知し、活用していただくため、

特設のチャットボットを導入しましたのでお知らせいたします。 

このサービスは、チャット（対話形式）による問い合わせに対し、ＡＩが自動回答するＡＩチャッ

トボットを導入するもので、新型コロナウィルスに対する本市の取り組みなどについて市公式ＬＩ

ＮＥアカウントや市公式Ｗｅｂサイトから２４時間いつでも質問することができます。 

 

記 

 

１．問い合わせできる内容 

  ・新型コロナウィルスに伴う本市の取り組み 

  ・新型コロナウィルスに伴う国の支援策（特別定額給付金など市に申請が必要なものなど） 

  ・その他新型コロナウィルスに関する情報 

 

２．使用方法 

（１）ＬＩＮＥから使用する場合 

・市公式ＬＩＮＥアカウント「市川市」を友だち追加 

   URL：https://lin.ee/iu9qVir 

・「コロナウィルス関連」を選択（市川市新型コロナウィルス対策アカウントに接続します） 

（２）Ｗｅｂサイトから使用する場合 

 ・市公式Ｗｅｂサイトにアクセスし、画面右下にチャットボットが表示されます 

  市川市公式Ｗｅｂサイトトップページ URL：http://www.city.ichikawa.lg.jp/ 

 

３．サービス開始日 

 令和２年５月１日（金） ※市公式Ｗｅｂサイトは準備が整い次第となります 

 

 

（問い合わせ） 

情報政策部 デジタルトランスフォーメーション推進課 宮﨑 美穂 TEL 047-321-6142 
 

 



令和２年５月１１日 

 

報道関係者 各位 

企画部長 佐野 滋人 

 

 
「市川市と株式会社市進ホールディングスとの包括的な連携に関する協定」 

の締結について（お知らせ） 
 

 

本市と株式会社市進ホールディングスは、それぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、 

住民サービスの向上等を図ることを目的とし、下記の通り協定を締結しますのでお知らせいたし 

ます。 

 

 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、両者の申し合わせにより、本協定 

に係る締結式は実施いたしませんのでよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１．協定の相手方 

株式会社市進ホールディングス（代表取締役社長 下屋 俊裕） 

 

２．協定締結日 

  令和２年５月８日 

 

３．連携事項 

    ① 教育及び生涯学習の振興に関すること 

    ② 人材育成に関すること 

    ③ 情報通信技術の活用に関すること 

    ④ その他、目的を達成するために必要な事項に関すること 

 

以上 

 

 

（問い合わせ） 企画部企画課長 佐久間 剛 TEL 047-712-8591 

 

 



 
令和２年５月２２日 

報道関係者 各位 

 

財政部長 金子 明     

環境部長 川島 俊介    

 

リサイクルキャンペーンの実施について 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための外出自粛などにより、市民が自宅の

片付けをする機会が増えたことなどに伴い、クリーンセンターに持ち込まれる大型ご

みの量が増加しております。 

 このことを踏まえ、ごみを減らす取り組みのひとつとして、ご家庭で使わなくなっ

た家具などのリユース品をリサイクルプラザ市川へ持ち込むために公用車を無償で

貸し出すリサイクルキャンペーンを行うことといたしましたので、ご理解、ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

１ 実施期間 令和２年６月６日（土）から当面の間（土日祝日に限る） 

２ 貸出車両 軽トラック及び軽ワンボックス  

 

 

 

 

 

 

 

財問い合わせ先 
 
管財課 
課 長 佐々木 敏樹 
電 話 047-712-8647 

 
クリーンセンター 
所 長 阪田 尚久 
電 話 047-328-2387 

貸し出しイメージ 



令和２年５月２２日 

 

報道関係者 各位 

 

市川市環境部長 川島 俊介    

 

 

家庭ごみの臨時収集の実施について 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための外出自粛やテレワークの実施等に

より、市民が自宅で過ごす時間が増えたことなどに伴い、家庭から排出されるごみの

量が増加しております。 

 このことを踏まえ、ごみの保管や排出に係る市民負担の軽減と公衆衛生の確保を 

図るための緊急対応として、家庭ごみの臨時収集を行うことといたしましたので、 

お知らせいたします。 

 

１ 実施期間 令和２年６月１日（月）から当面の間 

２ 実施内容 各地区のごみ・資源物の収集のない空き曜日（日曜日を除く）に 

「燃やすごみ」の収集を臨時に週１日追加実施 

 

 

＜燃やすごみの収集日＞ 

 

（臨時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ） 

環境部 循環型社会推進課 課長 松丸 宏 電話 047-712-5781 

 

① 
② 

③  
④ 

⑤ 

⑥ 



令和２年５月２２日 

報道各社 様 

市川市教育委員会    

学 校 教 育 部    

部長 小倉 貴志    

 

市川市立学校・幼稚園の段階的再開について 

 

昨日、千葉県を含む首都圏４都県の緊急事態宣言解除は見送られましたが、緊急事態措置を実施

すべき期間が５月３１日（日）までとなっていることから、今後延長がない限り、感染防止を最大

限配慮した上で、段階的に ６月１日（月）より市川市の公立学校・幼稚園を再開いたします。 

 

１ 分散登校Ⅰ：６月１日（月）～６月５日(金)  （給食無し） 

○週に２回程度登校 

 

２ 分散登校Ⅱ：６月８日(月)～６月１９日(金)  （給食無し） 

 ○クラスを２グループに分けて、隔日登校又は午前午後に分けて毎日登校 

  

３ 通常登校 ：６月２２日（月）～６月３０日(火)（給食開始） 

○午前中授業  

 

４ 通常授業 ：７月１日（水）～  

※ 状況によって、変更となる場合もございます。 

※  

❖再開後の予定❖ 

６／１（月） 

保育クラブの一時預かり継続 

※保育クラブ登録児童のみ 

保育クラブの通常運営は７/1（水）を

予定 担当：青少年育成課 

ふれんどルーム開始  

６／２（火） 幼稚園入園式 
＊入園式、入学式、祝う会は、感染拡

大防止のため、複数回に分けたり

保護者の方の参加がない場合もご

ざいます。 

６／３（水） 特別支援学校小学部入学式 

６／４（木） 
特別支援学校中高等部入学式 

中学校・義務教育学校後期学校入学を祝う会 

６／５（金） 小学校・義務教育学校前期入学式 

６／22（月） 
制限を加えた部活動開始 

放課後子ども教室開始 

通常の部活動再開は状況により判断

する 

７／１（水） 施設開放開始 通常授業が開始された時点とする 

 

❖学校再開後の予定の変更について❖ 

学校休校期間の延長に伴い、必要な授業時数確保のため以下のように変更いたします。 

 

○夏季休業日： ８月 １日(土)～ ８月１７日(月)  ※含む土・日 

○冬季休業日：１２月２６日(土)～ １月 ４日(月)  ※含む土・日 

○その他  ： ６月１５日(月)を授業日とする。 

１１月 ２日(月)を休業日とする。 

市川市教育委員会    

学校教育部 義務教育課 

電話 047－383－9261  



 

令和２年５月２５日 

 

報道関係各位 

 

市川市経済部長 小塚 眞康 

 

 

「事業者緊急支援事業臨時給付金」に関する給付支給対象者の拡大について 

 

日頃より本市の市政運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

市川市新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策のうち、「事業者緊急支

援事業臨時給付金」について、次のとおり給付支給対象を拡大することといたし

ました。 

詳細資料については、近日中に市公式Ｗｅｂサイトに掲載する予定です。 

なお、給付支給対象の拡大に対応したオンライン申請については、現在準備中

となっておりますので、準備が整い次第、運用を開始いたします。 

 今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．拡大した給付支給対象 

 （１）中小法人等 

   ・ＮＰＯ法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等 

 

 （２）個人事業主 

   ・白色申告者 

 令和 2年 8月 31日までに開業届を税務署に届けていただける方 

    （※拡大前は、令和 2年 4月 1日まで） 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

市川市経済部 商工業振興課長 岡野谷吉夫 

課直通電話 047-711-3691 

ＦＡＸ   047-711-1144 

 



 
令和２年５月 日 

 

報道関係者 様 

 市民部長 市來 均 
 

 

「電話 de詐欺撲滅に向けた広報活動に関する協定書」締結式について 

 
 

市川市内において多発する電話 de 詐欺を撲滅するため、NTT 東日本に依頼される電話機の

故障修理の機会に、固定電話の留守番設定や市川市の特殊詐欺対策制度の周知を図ることに

より、市民が安全で安心して暮らせる街づくりを推進することを目的とするものです。 
 
 

記 

 

日 時 令和２年５月２８日（木）１４：００～１４：３０ 
 
場 所 各署名団体事務所等（リモート方式にて実施） 

※メイン会場は市川警察署４階 署長室。 
本市においては、市役所仮本庁舎 ４階 市長応接室にて実施。 

※取材を希望される場合は、当日１３時５０分までに市川警察署４階警務課へ 
      お越しください。 
 
締 結 者 ①東日本電信電話株式会社千葉事業部千葉西支店、②千葉県市川警察署 

③千葉県行徳警察署、④市川市 
 
協定内容 NTT 東日本に依頼される電話機の故障修理のために市内個人宅を直接訪問する際、

警察で用意した広報啓発に係るチラシ等の配布や、市川市で推進している特殊詐欺

対策制度（市川市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金など）の周知徹底を行うもの。 
 
 

 
 
（問い合わせ） 市民部 市民安全課長 若菜 克彦   

TEL 047-334-1129 



令和２年５月２５日 

 

報 道 機 関 各 位 

企画部長 佐野 滋人 

 

 

令和２年度第１回市川市総合教育会議の開催について 

 

 

１ 日 時 

令和２年５月２９日（金）１４時００分から 

 

 

２ 場 所 

市川市役所仮本庁舎４階 第３委員会室 

（新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、会議が公開となった際

の傍聴は、市川市役所仮本庁舎５階理事者控室にて行う予定です。） 

 

 

３ 会議の概要 

この会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基

づき市長が設置するものであり、市長と教育委員会が本市の教

育施策などについて協議・調整を行います。 

今回予定している議題は次のとおりです。 

 

・遠隔教育の在り方について 

 

 

４ 問い合わせ先 

企画部 企画課長 佐久間
さ く ま

 剛
つよし

 047-712-8591（内線 2301） 



報道関係者各位

☆歳出予算 千円

【歳出予算の内訳】

１．中⼩企業及び個⼈事業主への⽀援＜拡⼤＞ 千円

① 事業者緊急⽀援事業臨時給付⾦（給付額︓上限20万円） 千円
　給付⾦⽀給対象者の拡⼤・・・NPO法⼈及び医療法⼈など4,000件

千円

② 保育園及び幼稚園における感染拡⼤防⽌⽤品の購⼊ 千円
（令和2年度新規開設認可保育園22園及び公⽴幼稚園6園）

➂ 学校再開に向けた感染拡⼤防⽌⽤品の購⼊（公⽴⼩中学校及び特別⽀援学校） 千円
④ 障がい者⽀援施設への感染拡⼤防⽌⽤品の購⼊補助 千円
（地域活動⽀援センター9箇所及び⽇中⼀時⽀援事業所19箇所）

⑤ 感染者家族等への⽀援（外出が制限されている⽅への⾷糧等の配布⽀援） 千円

☆歳⼊予算 千円

【歳⼊予算の内訳】

〇 国庫⽀出⾦ 千円
〇 県⽀出⾦ 千円
〇 繰⼊⾦（財政調整基⾦繰⼊⾦） 千円

【問い合わせ先】 経済部 商⼯業振興課⻑ 岡野⾕　吉夫 047-711-3691

こども政策部 こども施設運営課⻑ 藤⽥　裕弘 047-711-1798

学校教育部 保健体育課⻑ 松永　裕思 047-383-9342

福祉部 障がい者⽀援課⻑ 福地　秀光 047-712-8512

福祉部 地域⽀えあい課⻑ 岡崎　祥江 047-712-8518

財政部 財政課⻑ ⼤塚　信之 047-712-8595

①

②

③

④

⑤

歳⼊及び補正予算について

1,000

832,430

19,702
4,680

808,048

14,000

9,629
6,720

令和2年度⼀般会計補正予算（第3号）の専決処分について

　本市独⾃の新型コロナウイルス感染症対策として実施している、市内中⼩企業及び個⼈事業主への⽀
援について給付対象者を拡⼤するほか、保育園及び⼩中学校などにおける感染防⽌対策など、緊急を要
する経費について補正予算を編成する必要が⽣じましたが、市議会を招集する時間的余裕がないことから、
地⽅⾃治法第179条第1項の規定により5⽉25⽇付けにて専決処分を⾏いましたので、お知らせいたしま
す。
　なお、本件につきましては直近の議会に報告し、承認を求めるものとします。

832,430

801,081

801,081

２．感染症拡⼤防⽌への対応 31,349

令和2年5⽉25⽇

市川市　財政部⻑　⾦⼦　明



令和 2年 5月 26日 

報道各社 様 

市川市 企画部  

部長 佐野 滋人 

 

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除に伴う 

施設等の再開について 

 

 日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をいただき、ありがとう

ございます。 

令和 2年 5月 25日付で緊急事態宣言が解除されたことを受け、これまで休止して

おりました施設等を順次再開してまいります。 

概要につきましては、別添のとおりとなります。また、各施設の詳細につきまして

は、市公式 webサイトにてお知らせいたします。 

施設等につきましては段階的に再開してまいりますが、新しい生活様式を踏まえ、

感染防止対策を徹底することから、利用定員の見直しや活動内容に制限を設けるなど、

ご不便をおかけすることもありますが、ご理解をお願いいたします。 

 なお、今後、地域の実状にあわせて柔軟に対応を見直すとともに、感染拡大の兆候

がみられる場合には、再度休止等の措置を行う場合がありますので、併せてご承知お

きください。 

 

 

 

 

企画部 行政経営課 

課長 山室 繁央 

電話 047-712-8592 
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